
消防の広域化とは1
　市町村は、その地域における消防の責務を果たし
ているが、特に小規模な市町村では、複雑・多様化
する災害への対応として、高度な装備や資機材の導
入及び専門的な知識・技術を有する人材の養成等に
課題を抱えている場合が多い。消防の広域化は、消
防本部の規模の拡大により消防体制の整備・確立を
図ることを目指すものである。
　消防組織法（昭和22年法律第226号）では、消防
の広域化とは、「二以上の市町村が消防事務（消防
団の事務を除く。以下、本節において同じ。）を共
同して処理することとすること又は市町村が他の市
町村に消防事務を委託することをいう。」と定義さ
れ、消防の広域化は「消防の体制の整備及び確立を
図ることを旨として、行わなければならない。」と
されている。

これまでの経緯等2
　全国の消防本部数は、平成６年（1994年）４月１
日現在で931本部であったが、消防の広域化の推進
や市町村合併の進展とともに減少し、平成18年４月
１日現在で811本部となった。
　平成18年の消防組織法の改正以降では、これまで
に59地域で広域化が実現し、管轄人口10万未満の小
規模な消防本部は、487本部から54本部減少して433
本部（全体の約６割）となり、消防本部や消防署を
設置していない非常備町村は、40町村のうち11町村
が解消された（資料2-2-1）。
　平成29年には、市町村の消防の連携・協力に関す
る基本指針（平成29年4月1日総務省消防庁、令和
６年４月１日最終改正）を示し、消防事務の性質に
応じて事務の一部について連携・協力することにつ
いても推進することとした。
　令和7年４月１日現在、消防本部数は720本部と
なり、56地域（241本部、12非常備町村）で指令の

第2-2-1図　消防本部数と常備化率
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（備考）　１　各年４月１日現在の数値。ただし、昭和55、60年の小規模消防本部数については、各年10月1日の数値。
　　　　２　昭和24、28年は、組合と単独の合計値。
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共同運用が行われている（第2-2-1図）。

消防の広域化の必要性と効果3
（１）　広域化の必要性
　日本の総人口は、減少が継続しており、地域の消
防に係る人的基盤が将来的に弱まっていくおそれが
ある。
　また、近年、大規模な自然災害が激甚化・頻発化
していることに加え、近い将来に大規模地震の発生
が懸念されている。
　さらには、新型コロナウイルス感染症感染拡大に
より、救急搬送困難事案が多発し、消防本部内にお
いてもクラスターが発生するなど、消防・救急体制
への負担が蓄積した。
　これらのことから、消防本部、とりわけ小規模消
防本部が中長期的にこれまでと同程度の消防力を確
保していくため十分な消防体制を確立する必要があ
るほか、大規模災害発生時の初動体制の確保や、応
援部隊との効果的な連携体制の構築、新たな感染症
等に強い消防体制の確保、ＤＸの進展による専門人
材の育成・確保に向け、広域化等による体制強化が
必要となっている。

（２）　広域化の効果
　消防の広域化により、消防本部の規模が拡大する
ことで、複数の部隊による迅速な消防活動が可能と
なるほか、予防業務等への職員の専任配置による業
務の高度化が図られる。また、消防施設・設備等の
整備に係る経費削減等の効果が得られる。
　大規模災害時においても、要員配置の柔軟化が図
られ、即応体制の構築が可能となり、また、組織の
一体化による統一指揮下での部隊運用が行われるこ
と等により、迅速かつ的確な災害対応につながるな
どの効果が得られる。

関係機関の取組4
（１）　消防庁の取組
ア　検討に対する支援
　消防庁では、市町村の消防の広域化に関する基本
指針（平成18年7月12日総務省消防庁、令和６年３
月29日最終改正。以下、本節において「広域化基本
指針」という。）の策定と合わせ、都道府県及び市
町村における広域化の取組を支援するために、消防
庁長官を本部長とする消防広域化推進本部を設置し
て広域化を推進しているところであり、消防用車両
出動シミュレーションシステム＊1の提供、消防広
域化推進アドバイザー＊2の派遣などの支援を行っ
ている。

イ　財政措置
　消防の広域化及び連携・協力に伴って必要になる
経費に対して、その運営に支障の生じることがない
よう、必要な財政措置を講じている。
　広域化については、広域消防運営計画等に基づき
必要となる消防署所等の増改築及び再配置が必要と
位置付けられた消防署所等の新築並びに消防署所等
の統合による効率化等により機能強化を図る消防用
車両等の整備について緊急防災・減災事業債（充当
率100％、交付税算入率70％）の対象としている。
　連携・協力については、連携・協力実施計画に基
づき必要となる消防指令センターの整備、消防用車
両等の整備及び訓練施設の整備について、緊急防
災・減災事業債の対象としている（第2-2-2図）。

＊1　�消防用車両出動シミュレーションシステム：消防の広域化や指令の共同運用における高度な運用等により、現場到着時間が短縮する区域
や具体的な短縮時間について、地図上に可視化して分析するためのシステム。

＊2　�消防広域化推進アドバイザー：既に広域化を実現した消防本部や関係市町村の幹部職員等で、広域化の推進に必要な知識・経験を持つ者
の中から、消防庁が選定し登録する。都道府県等の要望に応じて派遣し、支援活動を行う。
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第2-2-2図　消防の広域化及び連携・協力に対する財政措置（令和7年度）

①防災対策事業債（嵩上げ） ②緊急防災・減災事業債（令和７年度まで） ③一般事業債・一般補助施設整備等事業債
防災対策事業債 90%

（交付税算入率 50%）

緊急防災・減災事業債 100%

（交付税算入率 70%）
一般事業債・一般補助施設
整備等事業債 90%

一般財源 10%一般財源 10%

地方債の充当率及び交付税算入率

都道府県
普 通 交 付 税 消防広域化推進経費

・広域消防運営計画の作成等に関する情報提供若しくは助言、消防広域化重点地域の指定、協議会への参画、調査研究又は広報啓発等に必要な経費

特 別 交 付 税
［※１］

広域化対象市町村に対する支援に要する経費
・広域化対象市町村に対する補助金、交付金等の交付に要する経費

市町村

特 別 交 付 税
［※１］

消防広域化準備経費（中心消防本部 措置率 0.7）
・広域消防運営計画策定経費 ・広域化協議会負担金 ・協議会委員報酬 ・広報誌作成費 等

消防広域化臨時経費
・消防本部の統合、署所の再配置に伴う通信施設、設備等の整備に要する経費
・消防本部の名称、場所の変更等に伴い必要となる経費
・業務の統一に必要となるシステム変更、規程の整備等に要する経費 等

地 方 債

防災対策事業債及び緊急防災・減災事業債［※２、※３］
・消防署所等（消防署、出張所及び高機能消防指令センター［※４］［※５］をいう。）の増改築（広域化後10年度以内に完了するもの。）
・統合される消防本部を消防署所等として有効活用するために必要となる増改築（広域化後10年度以内に完了するもの。）
・消防署所等の統合による効率化等により、機能強化を図る消防用車両等の整備［※５］（広域化後５年度以内に完了するもの。）

一般事業債・一般補助施設整備等事業債
・消防本部庁舎の整備（充当率引上げ：75％→90％）

補 助 金 優 先 配 分 消防防災施設整備費補助金及び緊急消防援助隊設備整備費補助金を活用する際、その交付の決定に当たって特別の配慮

都道府県

特 別 交 付 税
［※１］

連携・協力対象市町村に対する支援に要する経費
・消防の連携・協力に取り組む市町村に対する補助金、交付金等の交付に要する経費

市町村

消防連携・協力準備経費
・消防指令センターの共同運用に参画するために、当該消防本部の現行システムの更新時期を延長して運用する場合に生じた、通常の保守経費を上回る割増経費
（やむを得ない場合の機器更新費用を含む。）

・連携・協力実施計画策定経費、協議会負担金 等

消防連携・協力臨時経費
・共同部隊の設置に必要な装備費、現場活動要領の統一に要する経費

市町村
地 方 債

［※３］

防災対策事業債
・高機能消防指令センターの整備［※４］［※５］（連携・協力実施計画に位置付けてから10年度以内に完了するもの。）
・消防用車両等の整備［※５］（連携・協力実施計画に位置付けてから５年度以内に完了するもの。）
・訓練施設の整備（連携・協力実施計画に位置付けてから10年度以内に完了するもの。）

緊急防災・減災事業債
・高機能消防指令センターの整備［※４］（連携・協力実施計画に位置付けてから10年度以内に完了するもの。）
・消防用車両等の整備（連携・協力実施計画に位置付けてから５年度以内に完了するもの。）
※具体的には、はしご自動車、化学消防車、大型化学消防車等、消防艇、特殊車等

・訓練施設の整備（連携・協力実施計画に位置付けてから10年度以内に完了するもの。）

補 助 金 優 先 配 分 消防防災施設整備費補助金及び緊急消防援助隊設備整備費補助金を活用する際、その交付の決定に当たって特別の配慮

※１ 都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基づくものであって、令和11年4月1日までに行われたものに限る。措置率は、特記箇所を除き0.5
※２ 消防広域化重点地域に指定された市町村に限る。
※３ 広域化後又は連携・協力実施計画に位置付けてから10年度以内に完了する事業（一部５年度以内）が対象であるが、緊急防災・減災事業債の事業年度は令和７年度までである。
※４ 消防指令システム及び機器、指令センター建物及び用地（本部庁舎、消防署所等と同じ建物である場合、指令センター部分を按分）、消防救急デジタル無線の整備を含む。消防庁の標準仕様書に基づくものに限る。既に広域

化又は連携・協力を行っている消防本部も対象。また、緊急防災・減災事業債については、これから広域化又は連携・協力に取り組む消防本部も対象（消防庁へ計画提出が必要）
※５ 防災対策事業債は措置の引上げ（充当率75%→90％、交付税算入率30％→50％）

ウ　更なる広域化等の推進のための検討
　人口減少等の社会環境の変化に加え、甚大な被害
をもたらす地震の発生が近い将来にも見込まれてい
るなど、今後の災害リスクの高まりも指摘される状
況を踏まえると、国、都道府県及び市町村がそれぞ
れの役割を果たしつつ、相互に連携を図りながら広
域化を通じた消防本部の体制強化に取り組んでいく
必要がある。こうしたことから、消防庁では、令和
６年３月29日に広域化基本指針を改正し、推進期限
を令和11年４月１日まで延長することとし、推進方
策を以下のように示した。
①�　消防組織法において都道府県が定めるよう努め
ることとされている推進計画に、地域の核として
広域化の検討を主導する「中心消防本部」につい
て定めることを可能とした。

②�　連携・協力について、多様かつ複数の取組は広
域化の実現に繋がることから積極的に推進するこ
ととした上で、［１］指令の共同運用、［２］消防
用車両、資機材等の共同整備、［３］高度・専門
的な違反処理や特殊な火災原因調査等の予防業
務、［４］特殊な救助等専門部隊の共同設置、
［５］専門的な人材育成の推進、［６］訓練の定期

的な共同実施、［７］現場活動要領の統一、と
いった７つの連携・協力の類型を示した。

③�　①及び②の方策を踏まえ、広域化及び連携・協
力に係る消防本部等の取組に対し、所要の地方財
政措置を講ずることとした。

（２）　都道府県の取組
ア　推進計画の概要
　都道府県は、消防本部、市町村等と緊密に連携
し、検討した上で推進計画の策定を行うよう努める
こととされている。
　推進計画には、広域化の推進に関する基本的な事
項や広域化対象市町村の組合せ等を定めることにな
る。

イ　都道府県の支援策
　広域化を推進していく観点から、［１］広域化の
機運醸成や効果についての勉強会等の開催、［２］
広域化を具体的に進めるための協議会や協議組織へ
の職員の派遣、［３］独自の広域化推進のための財
政支援措置等を実施している都道府県が存在する。
　財政支援措置としては、業務の統一に必要となる
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システム変更事業を対象とした補助制度や、緊急防
災・減災事業債を活用する高機能消防指令センター
整備事業を対象として、元利償還金に対する交付税
措置の対象となる部分を除いた事業費について補助
する制度などがある。
　都道府県においては、市町村に対し将来的な人材
不足や財政見通し等を踏まえた中長期的な消防力の
シミュレーション結果を提示し、他の消防本部と比
較整理して説明することなどを通じ、広域化の機運
の醸成を図ることや、関係市町村等の協議の場の設
置を主導するなど積極的に関与することが期待され
る。

（３）　市町村の取組
　消防組織法により、都道府県の推進計画に定めら
れた広域化対象市町村は、消防の広域化を行う際に
は、協議により、広域化後の消防の円滑な運営を確
保するための広域消防運営計画を作成することとさ
れている。
　広域化に向けた検討を行う市町村は、市町村長部
局、消防本部、市町村議会議員等から構成される協
議会等の検討組織を設置し、［１］広域化後の消防
の円滑な運営を確保するための基本方針、［２］消
防本部の位置及び名称、［３］市町村の防災に係る
関係機関相互間の連携の確保に関する事項のほか、
構成市町村の負担金割合方式や職員の任用方式、給
与の統一方法など、広域消防運営計画や組合規約等
の作成に必要な事項を中心に協議を行うことが考え
られる。
　都道府県の推進計画に「中心消防本部」が定めら
れる場合、当該中心消防本部においては、広域化に
向けた論点整理や消防本部間及び関係市町村間での
合意形成について主導することが期待される。
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